
 

ライト電業がご提供する「３Ｄプリンタ出力サービス」につきまして、製造委託

するストラタシスと個人情報及びパーツに関する情報を共有し、以下の技術サー

ビスご利用条件に準拠しサービス提供致します。 
 
ストラタシス取引条件 
StratasysJapanCo.Ltd. 
 
ストラタシス技術サービスご利用条件 
 
お客様が当社に製造委託するパーツの 3D データについて当社にモデル変更案を依頼いただいたことに関連し

て、またその変更案を施した 3D データの確認および承認を目的としてダウンロードする前の条件として、お

客様は、以下の条件に同意します。 
 
保証 
お客様はパーツの設計、仕様、性能に関する全ての責任はお客様に帰属することを理解し、承諾します（お客

様の承認に基づく発注のものも含む）。また当社がパーツを製造するに際しての技術上の問題ないし製造

工程上の必要条件を満たすことのみを目的として行う分析、シミュレーション、アドバイス等（以下、

「技術サービス」といいます）に対してお客様が合意し、3D データの変更を依頼した場合に関しても、同様

にその責任はお客様に帰属することを理解、承諾します。 
 
当社は受託製造を行っているため、お客様の設計に基づくパーツ製造を行っております。従って、製造したパ

ーツに関する商品性、特定目的への適合性、またはパーツに関する知的財産権についての責任は負いかねます

ことをご理解ください。 
 
全てのパーツまたは技術サービスの適合性（製品またはパーツの応用、環境衛生安全性の適合性を含みます）

の確認はお客様の全責任においてご判断いただきます。 
 
責任の免除 
当社の技術サービスは、お客様の設計したパーツを当社の製造プロセスで製造するために変更案を提案するこ

とを目的としており、あくまでも製造したパーツはお客様の設計したものとみなします。従って、契約の記

述のあるなしを問わず、提供した技術サービスまたはパーツに関連して生じた損害賠償責任は負いかねます

ことをご理解ください。 
 
発注をいただいた場合には、当社が提供する技術サービスおよび上述の条件をお客様が同意および承諾したも

のとみなします。 
 
かかる条件へのお客様による同意をもって、すべてのモデル変更案はお客様に引渡され、その時点でその所有

権はお客様に移ります。お客様に引渡された変更案は、お客様のためのみに利用されるものとします。ただし、

お客様の書面による別段の承認または規定がある場合は、この限りではありません。 



 

 
本取引条件の目的 
本「ストラタシス取引条件」（以下、「本取引条件」といいます）は、StratasysJapanCo. 
Ltd.,（以下、「当社」といいます）を受託者とし、お客様を委託者とするエンドユース又はラピッドプロトタ

イプ部品や関連サービス（以下、「本製品」といいます）の製造販売の委託に関する契約（以下、「本契約」

といいます）の条件を定めることを目的としています。 
 

見積り、本契約成立等の流れ 
(1)見積り～本契約の成立～納品までの流れ 
①お客様が提供する 3DCAD モデルに対する、当社のアドバイスに基づき、お客様が本製品の仕様を決定し

ます。 
②決定された仕様に対して当社は、見積りを制作致します。必要でありましたら Web ページへのリンクをメ

ールで連絡します。当社は、各見積りに見積番号を付与します。 
③お客様はライト電業見積り Web ページにアクセスし、希望する「個数」、 
「材料」、「造形方向」などの変更も行えます。 
④お客様は本取引条件、確定された仕様内容、製作における注意点を確認し、発注を希望する場合には、見

積りの有効期間内に、本製品を発注します。この発注は正式発注とみなされ、当社で受注確認した時点をも

って、お客様と当社間 
に本契約が成立するものとします。当社は、受注確認後、速やかにお客様の連絡先に電話又はメールし、発

注内容の確認を行います。 
 
(2)見積りについて 
①当社は、お客様から見積り提案の要求があった場合、お客様から提供される 3DCAD モデルに基づき受注

対象となる本製品の仕様を特定した上で、当該仕様の本製品に対する見積りを、お客様に提示します。当社

の提示する見積りは、お客様が当社に提供された特定の 3DCAD モデル１個を前提として作成されるもので

あり、お客様が 3DCAD モデルを変更される場合は、変更後の 3DCAD モデルについては旧見積りは適用

されず、別途新たな見積りが必要となります。 
②見積り有効期間 
見積りの有効期間は、「見積り作成日」から 30 日間とします。当該有効期間中にお客様から当社に対し有効な

発注がなされなかった場合、当社は当該見積りをいつでもお客様への通知なく撤回することができます。ま

た、当社は、30 日間 
経過後は、お客様への通知を要することなく、見積金額を変更することができます。 
③納期の合意について 
本契約における納期は、「受注確認書」に記載される「最終納期」とします。 



お支払方法 
(1)本製品の発注代金のお支払い条件については、原則として収益を認識するためには、正式な 
注文書が必要です。当社では、口頭での約束や署名した見積書に基づいて収益を認識することはできません。 
(2)お客様の注文書には、取引契約条件のすべてを含める必要があります（法的請求先の名前と住所、連絡先

の名前/メール/電話番号、出荷先の会社名と住所、品名、価格、支払条件、発注書番号、出荷指定日、発送条

件、納入場所）。上記の詳細が抜けている場合、注文は完了されず、 
前売りとして考慮されることもありません。当社はすべての詳細が完全に提供されるまで注文の処理へと進

めません。 
(3)お客様から頂いた注文書の偏差/変更は許可されていないため、出荷されます製品は、注文書に表記されて

いる製品と一致する必要があります。 
(4)支払条件および承認されたお取引条件は、お客様の注文書に記載されている必要があります。 
注文書が一致しない場合は、注文書の修正や確認メールを入手してください。修正や確認がない場合、当社

は製品を出荷することはできません。売主は、指定された場所（積み地のコンテナ・ヤード等）で商品を運

送人に渡すまでのリスクと海上運賃を負担し、それ以降のコストとリスクは買主が負担する。CPT 条件は保

険をどちらが付保するのか決めていないが、通常リスクを負担する買主が付保する）への変更がある場合、

注文書/メールにはこの変更が確認できるようにして下さい。 
(5)当社は、お支払い後の発注代金の返金には、一切応じられません。 
 

納品 
当社は、受注確認書に記載した最終納期までに、本製品をお客様に出荷します。当社は、やむを 
得ない理由により納品の遅れが予想される場合には、速やかにお客様に連絡するものとし、お客様との協議

により最終納期を延期することができます。場合によっては、当社の関連会社に造形を依頼する場合もござ

いますのでご了承ください。 
 

納品、検収 
(1)本製品は、ストラタシス・ジャパン株式会社（東京都中央区新川 2-26-3）からお客様の 
指定する納品場所に最終納期までに出荷され、納品されます。なお、納品場所は、日本国内に限られます。 
(2)当社は、本製品のお客様への発送前に、本製品が本契約の仕様に合致することの確認作業 
（出荷前検収）を行います。本製品に関する検収は、当社の行う出荷前検収をもって最終の検収 
とします。 
 

引渡、所有権移転、危険負担 
 
(1)本製品のお客様への納品をもって、当社からお客様への本製品の引渡しがあったものとみなし、かつ引渡

しと同時に本製品の所有権は当社からお客様に移転します。 
(2)本製品の引渡しまでの危険は、お客様の責めに帰する場合を除き当社が負うものとし、引渡し後の危険は、

当社の責めに帰する場合を除き、お客様が負うものとします。 
(3)当社は、本製品引渡後のお客様の都合による本製品の返品には、一切応じられません。 
 

税金、関税、他 
本契約に関連して発生する全ての税金（関税を含む）は、お客様の負担とします。但し、当社の 
法人所得に対する課税については、この限りではありません。 



お客様の遵守事項 
(1)輸出規制等 
お客様は、本製品の輸出（外国への持出し、商社等を通じた間接輸出、国内における非居住者への開示を含

みます。以下同様）に関し、「外国為替及び外国貿易法」、輸出貿易管理令、外国為替令、及びこれらに関連

する政省令、通達、告示等（以下、「外為法等」という。）なお、外為法等に基づく戦略物資・規制貨物又は

規制技術に相当するものを輸出する場合には、日本国の政府の許可が必要とされる場合があり、また第三者

に違法に輸出されるおそれのある場合には販売できない可能性があります。当社は、お客様による本製品の

輸出について、一切何らの責任も負いません。 
(2)本製品の取扱い 
お客様は、本製品を、本製品の本来の目的に従い、（当社が注意事項を付与した場合には当該注意事項を遵守

して）、お客様の責任において適切かつ安全に使用するものとします。 
当社は、本製品の改変、改造、分解その他一切の本製品へのお客様の行為に対し、一切何らの責任も負いま

せん。 
 

お客様による表明保証 
お客様は、当社に対し、以下のことを表明保証します。 
(1)本取引条件を事前に熟読しその内容を理解した上、本取引条件に同意して、本契約を締結すること。 
(2)本契約を締結する正当な法的権限を有していること。 
(3)お客様が、本製品の発注に関連して、第三者の特許権、著作権、商標権、実用新案権、営業秘密、ノウハ

ウ、その他の知的財産権を含む何らの法的権利も侵害しておらず、また侵害する可能性のないこと。 
(4)本製品を、不正又は違法な目的のために発注し又は使用するものではないこと。 
(5)お客様が当社に提出した情報に誤りや虚偽のないこと。 
 

保証 
当社は、本製品が、お客様及び当社間にて合意した仕様に合致することを保証（以下、 
「本保証」といいます）します。当社は、お客様に対し、本保証を除く一切の保証（以下に記述する保証、

民法上の瑕疵担保責任を含みますが、これらに限定しません）について、（明示又は黙示を問わず、また本製

品の特定目的への適合性、本製品の商業性・商品性を含めて）全て放棄します。 
 
当社は、本製品の設計、仕様、性能に関する一切の責任を負いません。当社は、お客様による本製品の設計、

仕様、性能に関して何らかの変更を推奨し又はそれらの分析、シミュレーション、アドバイス等（以下、「変

更推奨等」といいます）を行うことがありますが、それらの変更推奨等は、当社が本製品を製造するに際し

ての技術上の問題ないし製造工程上の必要条件を満たすことのみを目的とするものであり、お客様又は本製

品に対する利益の享受を目的とするものではありません。お客様は、本製品の設計、仕様、性能に関する全

責任は、お客様において負担することを理解し、承諾します。 
 
当社は、本製品に使用される全ての材料に関して一切の責任を負いません。本製品で使用される材料は、お

客様の完全な裁量により決定されるものであり、当社はお客様のかかる指示、選択に従います。当社は、当

社が在庫を有する材料を含めて本製品で使用される資材について、それらが一定の国際基準又は国内基準

（ISO、FDA、UL、CSA、CE、TUV、FCC、NSF、USP、RoHS 指令（電気・電子機器における

特定有害物質の使用制限に関する欧州会議及び理事会指令。2002/95/EC 指令を含む）等を含みますが、こ

れらに限らずあらゆる規格、基準、仕様を指すものとします）を満たすか否かについて、一切何らの保証もせ

ず責任を負いません。本製品で使用される資材の規格、基準、仕様は、（当社による資材の一般的説明を含め

て）全てお客様自身の責任により、資材の製造元、供給元又は監督官庁等に確認されなければなりません。 



保証（続き） 
万一、お客様において本製品に隠れた瑕疵を発見した場合は、直ちにかつ遅くとも本製品の 
到着後７営業日以内に、当該瑕疵の存在及び理由を明らかにした書面により、当社に通知しなければなりま

せん。当社は、仕様に照らして本製品に瑕疵があると当社が合理的に判断した場合には、本製品に必要な補

修を加えます。お客様は、当社が当該瑕疵の有無の確認のために又は瑕疵の補修目的で本製品の返送を要求

した場合には、速やかにこれに応じなければなりません。当社は、お客様から、かかる返送がなされない場

合には、当該瑕疵に対する何らの義務、責任も負いません。 

 
解除 
(1)お客様が本契約のいずれかの条項に違反し、かつ当社から相当期間を定めた書面により催告したにもかか

わらず当該違反状態が是正されない場合、当社は本契約を解除することができます。(2)お客様に次の各号の

一が生じた場合、当社は書面により通知して、直ちに本契約を解除することができます。また、お客様は次

の各号の一が生じた場合には、当社による何らの催告なく当然に期限の利益を失い、全債務を一括して弁済

しなければなりません。 
①支払期限までに発注代金のお支払いがないとき。 
②差押・仮差押・仮処分の申し立てを受け、または強制執行、競売、租税滞納処分、その他公権力の処分を

受けたとき。破産・民事再生・会社更生その他これらに類似する手続の申し立てを受け、または自ら申し立

てたとき。 
④監督官庁から営業停止処分または営業免許･営業登録の取消処分を受けたとき。 
⑤振出・裏書した手形、小切手が不渡りとなったとき、または銀行取引停止処分を受けたとき、 
その他支払停止または支払不能の状況に陥ったとき。 
⑥解散決議をなしたとき。 
⑦本契約の各条項の一に著しく違反したとき。 
⑧本契約の各条項の一に違反し、かつ合理的期間を定めた催告によっても当該期間内に違反状態が是正され

る見込みがないと当社が判断するとき。 
⑨その他、客観的かつ合理的に判断して著しく信用を喪失したと認められる場合又は当社との信頼関係が失

われたとき。 
(3)本条に基づく解除権の行使は、当社のお客様に対する損害賠償の請求を妨げません。 
 

制限的損害賠償 
当社は、お客様に対し、第三者による請求に基づくか否かを問わず、また制定法の定めによるか 
否か、契約責任、不法行為責任、保証責任、無過失責任に基づくかを問わず、かつ当社がお客様の損害につ

いて予見可能であった場合をも含めて、本製品に関連して、懲罰的損害、特別損害、間接損害、偶発的損害

又は派生的損害ないし損失（将来得べかりし収入又は利益の喪失、経済的名誉又は営業の機会の喪失、企業

価値の低下による損失を含みますが、これらに限定しません）について、何らの責任も負いません。また、

いかなる場合であっても、当社のお客様に対する 
責任は、本製品の発注代金の金額を超えることはありません。 
 

当社に対する損害賠償及び補償 
お客様は、お客様又はその関連会社による説明義務違反、表明保証違反、債務不履行責任、不法行為責任そ

の他の法的理由を問わず、お客様の故意又は過失によって当社（当社の代表者、従業員を含む。以下、本条

において同様）に損害が発生した場合、当社の被った損害（訴訟費用及び合理的範囲の弁護士費用を含む）

を賠償する責任を負います。 
 
また、お客様は、当社が、(1)お客様が本契約に基づき又は本契約の締結検討のために当社に提供した図面、

設計、仕様その他の提供物（又は提供する行為）もしくは当該提供物に従い当社が製造した本製品（又はそ

のような製品を製造し又は製造しようとする行為）が、第三者の知的財産権等（特許権、商標権、著作権、

実用新案権、営業秘密、ノウハウを含みますが、これらに限りません）その他の法的権利を侵害し又は侵害

するおそれがあることを理由として、もしくは 



 

当社に対する損害賠償及び補償（続き） 
(2)本契約に関連したお客様のその他の行為に基づくことを理由として、第三者から損害賠償等 
の請求（訴訟によるか否かを問わず、またあらゆる苦情、クレーム等を含みます）を受けた場合、当社の被

る可能性のあるあらゆる損害（訴訟費用及び合理的範囲の弁護士費用を含み、あらゆる種類の請求、債務、

損失、損害、違約金、罰金及び制裁（行政庁による制裁を含む）を含みますが、これらに限りません）から

当社を防御し、かつ当該請求に関連して当社が第三者に対して何らかの責任を負担する場合は、当該責任に

ついて当社に補償するものとします。 
 

不可抗力 
当社は、本契約に基づく本製品の製造、納品の不履行又は遅延が、天災地変、ストライキ、公共 
の災害、暴動、火災、通信障害、民事上・軍事上の権限行使、法令上の規制又は法令改変、政府命令、輸送

機関（民間を含む）の予見不能な遅れ、資材調達に必要な政府の許可の取得不能など、当社のコントロール

を超える事由（総称して「不可抗力事由」という）により生じた場合には、当社は、当該不履行又は遅滞に

ついて何らの責任も負いません。 
 

譲渡禁止 
いずれの本契約の当事者も、相手方の事前の書面による承諾なくして、本契約の契約者たる地位 
及び本契約に基づく権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡することはできません。 
 

通知 
本契約に関する全ての通知及びその他の意思表示の伝達は、書面により、発注申込書に記載され 
たお客様の住所地（当社宛ての場合は Web ページ記載の当社住所地）及びお客様が本契約後に住所変更する

場合は当社に対して書面により新たに指定した住所地に宛てて、郵便又はＦＡＸ送信によりなされるものと

します。 
 

相殺禁止 
お客様は、本契約に基づく当社に対する債務を、相殺により消滅させることはできません。 
 

完全合意 
本取引条件及び本取引条件の上部に記載される本製品の「仕様の表示」は、本契約に関する 
お客様と当社間の完全かつ全ての契約条件を含みます。当社は、見積書、注文書その他の文書においてお客

様により一方的に記載された本取引条件と異なる条件又は追加の契約条件を受け入れることはありません。

当社の権限ある役員の署名のある書面により合意されない限り、本取引条件と異なる条件又はこれに追加さ

れる条件は効力を発せず、法的に有効とはなりません。お客様による見積書、注文書又はその他の書面への

記載ないし発行は、お客様の内部的利用の目的のためにのみ作成されたものとみなし、そこに記載されてい

る条件は当事者を拘束するいかなる法的効力も有しません。 
 

存続 
終了の理由を問わず、本契約が終了する場合でも、本利用規約第 8 条以下の条項は、お客様との 
間でなお効力を有するものとします。 
 

管轄裁判所 
本契約に関わる全ての紛争については、岡山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所としま 
す。 
 



 

使用言語、準拠法 
本契約は日本語により解釈します。また、本契約は日本法を準拠法とします。 
 

協議事項 
本契約の内容に疑義が生じた場合及び本契約に別段の定めなき事項については、当事者間にて 
誠意をもって協議の上、解決するものとします。 
 
以上 
ライト電業株式会社 
 
 


